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 名古屋港における地震・津波への対策基準を以下のとおり定める。 

１ 勧告の区分等 

名古屋港において港長が発令する港則法第３７条第４項に基づく勧告の区分

は、第一警戒体制及び第二警戒体制とし、その措置すべき対応基準を別表１に示

す。 

なお、地震・津波に関する情報を入手した関係団体等は、警戒体制の発令を待

たずして、速やかに別表２による措置を講じること。 

また、警戒体制の解除については、地震津波に関する情報が解除された時期を

原則とし、別途伝達する。 

２ 地震津波に関する情報解除時の対応 

係留施設の管理者にあっては、係留施設の安全を確認すること。なお、船舶等

の着岸係留に支障を認めた場合には、関係官公庁に連絡すること。 

３ 情報伝達 

港内在泊船舶等に対する情報の伝達は、別表３「地震津波情報等伝達系統」の

とおりとする。 

４ 退避海域等 

(1) 退避海域 

港内在泊船舶は、港外の水深が深く十分広い海域で航路筋から離れた海域に

退避すること。 

(2) 港外退避順序 

準備を完了した船舶からの退避を原則とするが、津波来襲までに時間的余裕

があり退避順序を整理する必要がある場合には、二次災害の危険度等を考慮し

て、危険物を積載している船舶、運転の不自由な船舶、その他の船舶（大型船



から小型船）の順とする。 

 (3) 退避完了後の措置 

避泊船舶は、無線電話、船舶電話等により関係機関との通信連絡体制を確保

すること。 

５ 管制信号の運用 

名古屋港における台風来襲時における運用と同一である。 

６ 緊急措置 

津波到達までに時間的余裕がなく港外退避措置が取れない場合は、岸壁係留中

の船舶にあっては、係留索の増し取りによる係留強化を行うなどの可能な限りの

保安対策を講じると共に、名古屋港長に対し係留施設名及び船名、船種、総トン

数並びに積荷の種類、概略数量を連絡すること。 

また、錨泊中の船舶であって揚錨作業中に津波の来襲を受ける可能性がある場

合には、走錨に備え機関を始動しておくこと。 

７ その他 

地震・津波来襲に備え名古屋港長が必要と認めるときは、港則法第３７条第３項

に基づく命令を発することがある。 



                                                       別 表１ 

 

勧告の区分と対策内容等 

勧告の区分 
地震津波に 

関する情報 
対 策 内 容 等 

津波注意報 

第一警戒体制 
東 海 地 震 

注 意 情 報 

１ 在泊船は、荷役を中止し、港外退避の準備をすること。 

２ 工事作業船は、工事作業を中止し、港外へ退避又は流出の防止を図ること。 

３ 筏は、貯木場への収容準備又は流出防止の準備をすること。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・レーダー及びＡＩＳにより自船の錨泊位置を監視すること。 
・関連情報及び気象海象状況に留意すること。 

津波来襲まで

の時間的余裕

が あ る 場 合 

１ 在泊船は、荷役を中止し、港外へ退避すること。 

２ 工事作業船は、工事作業を中止し、港外へ退避又は流出の

防止を図ること。 

３ 筏は、貯木場へ収容すること。 

4 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・レーダー及びＡＩＳにより自船の錨泊位置を監視する

こと。 
・関連情報及び気象海象状況に留意すること。 

津 波 警 報 
大津波警報 

津波来襲まで

の時間的余裕

が な い 場 合 

第二警戒体制 

東 海 地 震 予 知 情 報 

１ 在泊船は、荷役を中止し、港外退避又は係留強化等の措置

を講じること。 

２ 工事作業船は、工事作業を中止し、流出の防止を図ること。 

３ 筏は、流出の防止を図ること。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・レーダー及びＡＩＳにより自船の錨泊位置を監視する

こと。 
・関連情報及び気象海象状況に留意すること。 

 



                                                       別 表２ 

 

地震津波に対する船舶等の対応表 

（１）津波警報・注意報（伊勢・三河湾） 

船 舶 等 の 対 応 
地震津波に

関する情報 

津波来襲ま

での時間的

余裕の有無 
港内在泊船 工事作業船 いかだ 

津波注意報 
 ・荷役中止 

・原則港外退避準備 

・工事作業中止 

・港外退避又は流出防止 
・貯木場へ収容又は流出防止 

有 
・荷役中止 

・港外退避 

・工事作業中止 

・港外退避又は流出防止 
・貯木場へ収容 

津 波 警 報 

大津波警報 
無 

・荷役中止 

・原則港外退避 

・工事作業中止 

・港外退避又は流出防止 
・流出防止 

 

（２）東海地震に関連する情報 

船 舶 等 の 対 応 地震津波に

関する情報 

 
港内在泊船 工事作業船 いかだ 

東 海 地 震 

注 意 情 報 

・荷役中止 

・港外退避準備 

・工事作業中止 

・港外退避又は流出防止準備 

・貯木場への収容準備又は 

流出防止準備 

東 海 地 震 

予 知 情 報 

・荷役中止 

・原則港外退避 

・工事作業中止 

・港外退避又は流出防止 
・流出防止 

 



※　各委員は、関係団体等への連絡
手法を確立し、警戒体制の発令等を
迅速かつ確実に伝達する。

第四管区海上保安本部

名古屋海上保安部

名古屋港台風・地震津波対策委員会

別　表３

名古屋港海上交通センター

名古屋港在泊船舶に対する情報提供系統

各　　委　　員

名

古

屋

港

長

巡視艇

ホームページ（http://www6.kaiho.mlit.go.jp/nagoya/）
携帯サイト（http://www6.kaiho.mlit.go.jp/nagoya/m/index.htm）

（サイレンマイク）

ＭＩＣＳ【沿岸域情報提供システム】

なごやはーばーれーだー

ホームページ

（ラジオ放送：MF無線1,665KHZ,2,019KHZ）
（無線電話）

（http://www6.kaiho.mlit.go.jp/nagoyako/）
携帯サイト
(http://www6.kaiho.mlit.go.jp/nagoyako/●index.htm)
※　●：ｉﾓｰﾄﾞではiを、Ezwebではezを、Yahoo!ケータイで
　　　　はjsを入力

船舶自動識別装置（ＡＩＳ）

テレフォンサービス

（℡　052-398-0714）

名

古

屋

港

在

港

船

舶

なごやほあん

(無線電話)

事

務

局
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古
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港
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風
・
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波
対
策
委
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会

関

係

会

社
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